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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸縮可能な布帛本体と、この布帛本体に付設され、布帛本体の伸縮に追従可能な歪みセ
ンサとを有する歪みセンサ付き布帛であって、
　前記歪みセンサに電気的に接続されるとともに前記布帛本体に一体的に設けられ且つ布
帛本体の伸縮に追従して変形する配線部を備え、
　前記歪みセンサが、柔軟性を有する板状体から構成される基板と、この基板の一方の面
側に設けられるＣＮＴ膜とを有し、
　前記歪みセンサが、伸縮性を有し、前記布帛本体に一体的に付設され、前記布帛本体の
伸縮に伴って歪みセンサが伸縮するよう設けられ、
　前記歪みセンサは、前記布帛本体に弾性接着剤によって貼着され、この弾性接着剤の硬
化後の弾性率が１ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下であることを特徴とする歪みセンサ付き布帛
。
【請求項２】
　前記配線部が、導電性を有する糸状体を布帛本体に縫い付けることで形成されている請
求項１に記載の歪みセンサ付き布帛。
【請求項３】
　前記布帛本体が、導電性を有さない糸状体を編成又は織成されることで形成された布か
らなり、
　前記配線部が、前記布帛本体の編成又は織成に際して前記導電性を有さない糸状体とと
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もに導電性を有する糸状体を編成又は織成することで形成されている請求項１に記載の歪
みセンサ付き布帛。
【請求項４】
　前記配線部が、前記布帛本体の一方の面に付設された帯状部材から形成されている請求
項１に記載の歪みセンサ付き布帛。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の何れか１項に記載の歪みセンサ付き布帛を備える被服。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、歪みセンサ付き布帛及び被服に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歪みセンサが付設された被服は、着用者の動作を電気信号として捉えることができる。
このような被服としては、例えば特開２０１１－４７７０２号公報所載のものが公知であ
る。この公報所載の被服は、所定方向に配向されたカーボンナノチューブ膜を有する歪み
センサが基材に付設されている。そして、この公報所載の被服にあっては、基材の伸縮に
伴ってカーボンナノチューブ膜が伸縮されると、歪みセンサの電極に接続された配線を介
して検知信号が伝達され、この検知信号を判定することで基材の変形を検出して、これに
より着用者の動作を検知するものである。
【０００３】
　上記公報所載の被服にあっては、配線は一端が歪みセンサの電極に接続されているが、
その他の部分は基材等に固定されない状態であり、この配線が着用者の動作の邪魔となる
おそれがある。また、着用者の身体の動きによって配線に張力が生じると、配線が断線す
るおそれがある。
【０００４】
　特に、上記公報所載の手袋のように多数の歪みセンサを付設した被服にあっては、配線
が多数存在するため、着用者の手の動きの邪魔となるという問題が顕著である。さらには
、複数の配線が存在することで、配線同士が絡まり、配線が断線するおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－４７７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、このような事情に基づいてなされものであり、本発明の課題は、布帛本体を
伸縮させる動作等に対して配線が邪魔となりにくく、配線が断線しにくい歪みセンサ付き
布帛を提供することにあり、また着用者の動作の妨げとなりにくく、着用者の動作による
断線が生じにくい被服を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決すべくなされた本発明に係る歪みセンサ付き布帛は、
　伸縮可能な布帛本体と、この布帛本体に付設され、布帛本体の伸縮に追従可能な歪みセ
ンサとを有する歪みセンサ付き布帛であって、
　前記歪みセンサに電気的に接続されるとともに前記布帛本体に一体的に設けられ且つ布
帛本体の伸縮に追従して変形する配線部を備えることを特徴とする。
【０００８】
　当該歪みセンサ付き布帛は、布帛本体の伸縮に伴って歪みセンサが伸縮されると、歪み
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センサに電気的に接続された配線部を介して検知信号が伝達され、この検知信号によって
布帛の伸縮を測定可能である。上記配線部は、布帛本体に一体的に設けられているので、
布帛本体を伸縮させる動作に対して配線部が邪魔になりにくい。また、上記配線部は、布
帛本体の伸縮に追従して変形するので、布帛本体の伸縮を妨げず、上述の布帛本体を伸縮
させる動作に際して追従して布帛本体が伸縮しやすい。さらに、このように配線部が布帛
本体に一体的に設けられているとともに布帛本体の伸縮に追従して変形するので、配線部
自体が断線しにくい。
【０００９】
　当該歪みセンサ付き布帛は、配線部が、導電性を有する糸状体を布帛本体に縫い付ける
ことで形成されている構成を採用可能である。これにより、糸状体を縫い付けることで容
易に配線部を容易且つ確実に形成することができる。
【００１０】
　当該歪みセンサ付き布帛は、布帛本体が、導電性を有さない糸状体を編成又は織成され
ることで形成された布からなり、配線部が、布帛本体の編成又は織成に際して前記導電性
を有さない糸状体とともに導電性を有する糸状体を編成又は織成することで形成されてい
る構成を採用可能である。これにより、布帛本体の編成又は織成に際して布帛本体を構成
する導電性を有さない糸状体とともに導電性を有する糸状体をも使用することで配線部を
容易且つ確実に形成することができる。
【００１１】
　当該歪みセンサ付き布帛は、布帛本体の一方の面に付設された帯状部材から形成されて
いる構成を採用可能である。これにより、帯状部材を布帛本体に付設することで配線部を
容易且つ確実に形成することができる。
【００１２】
　本発明に係る被服は、上記構成からなる当該歪みセンサ付き布帛を備えている。これに
より、当該被服の着用者の動作によって歪みセンサが伸縮されると、歪みセンサに電気的
に接続された配線部を介して検知信号が伝達され、この検知信号によって着用者の動作を
検知することできる。当該被服にあっては配線部が布帛本体の伸縮に追従して変形するの
で、配線部が布帛本体の伸縮を妨げず、着用者の動作の邪魔になりにくい。さらに、この
ように配線部が布帛本体に一体的に取付けられ且つ変形可能に設けられているので、配線
部自体が断線しにくい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明の歪みセンサ付き布帛は、布帛本体を伸縮させる動作に対
して配線が邪魔となりにくく、配線が断線しにくい。また、本発明に係る被服は、着用者
の動作の妨げとなりにくく、着用者の動作による断線が生じにくい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る被服の概略的正面図である。
【図２】図１の被服の配線部を説明する概略的説明図であり、（ａ）は布帛の外面から見
た概略的説明図であり、（ｂ）は布帛の内面から見た概略的説明図である。
【図３】図２とは異なる配線部における編み目構造を説明するための概略的説明図である
。
【図４】図２及び図３とは異なる配線部を概略的説明図であり、布帛の外面から見た概略
的説明である。
【図５】図２乃至図４とは異なる配線部を概略的説明図であり、布帛の外面から見た概略
的説明である。
【図６】図１とは異なる実施形態に係る被服の概略的正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について説明するが、まず、一実施形態として下半身に着用さ
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れるコンプレッションウェアを例にとり図１及び図２を参酌しつつ説明する。
【００１６】
＜被服１＞
　図１の被服１は、歪みセンサ付き布帛１０と、この歪みセンサ１３によって検出された
検知信号を送信する送信モジュール２０とを有している。
【００１７】
（歪みセンサ付き布帛１０）
　前記歪みセンサ付き布帛１０は、伸縮可能な布帛本体１１、この布帛本体１１に付設さ
れる歪みセンサ１３、及びこの歪みセンサ１３と前記送信モジュール２０とを電気的に接
続するための一対の配線部１２を備えている。
【００１８】
　前記布帛本体１１は、糸（糸状体）が編成又は織成されている。この布帛本体１１を構
成する糸は、伸縮性を有するものが好適に用いられ、この糸が編成されることで布帛本体
１１が全体的には伸縮可能に設けられていることが好ましい。また、この布帛本体１１を
構成する糸は、導電性を有さないものが好適に用いられる。
【００１９】
　前記歪みセンサ１３は、布帛本体１１に一体的に付設されている。この歪みセンサ１３
は、例えば被服１において着用者の動作を認識できる部位に配設され、例えば関節に相当
する部位に配設され、図示例では膝関節の正面側に配設されている。
【００２０】
　この歪みセンサ１３は、布帛本体１１の一方の面（例えば布帛本体１１の内面）に貼着
されており、これにより歪みセンサ１３は布帛本体１１に一体的に付設されている。なお
、歪みセンサ１３を布帛本体１１に一体的に付設する手段は、貼着に限られず、例えば布
帛本体に歪みセンサを縫着したり、また布帛本体に歪みセンサを積層形成することも適宜
採用可能である。
【００２１】
　また、歪みセンサ１３の貼着は、弾性接着剤によってなされていることが好ましい。こ
の弾性接着剤は、硬化後の弾性率が１ＭＰａ以上１０ＭＰａであることが好ましい。この
硬化後の弾性接着剤の弾性率が上記上限を超えると、弾性接着剤が硬化した層によって布
帛本体１１の伸縮が阻害されるおそれがある。一方、上記弾性率が上記下限未満であると
、布帛本体１１の伸縮が弾性接着剤からなる層で吸収されてしまい、歪みセンサ１３に的
確に伝達されないおそれがある。
【００２２】
　この歪みセンサ１３は、布帛本体１１の伸縮に追従可能に布帛本体１１に付設されてい
る。具体的には、歪みセンサ１３は伸縮性を有し、伸縮性を有する布帛本体１１に一体的
に付設されることで、布帛本体１１の伸縮に伴って歪みセンサ１３が伸縮するよう設けら
れている。なお、歪みセンサ１３を少なくとも両端部分で布帛本体に固定（例えば貼着、
縫着等）することで、布帛本体１１の伸縮に従って歪みセンサ１３が伸縮するよう設ける
ことも可能である。この歪みセンサ１３は、伸縮に応じて電気信号（検知信号）を前記配
線部１２に送信する。この歪みセンサ１３としては、カーボンナノチューブ（以下、ＣＮ
Ｔということがある）を用いたＣＮＴ歪みセンサ１３が好適に用いられる。このＣＮＴ歪
みセンサ１３は、前記布帛本体１１に貼着される基板と、この基板の表面側に設けられる
ＣＮＴ膜と、このＣＮＴ繊維の端部にそれぞれ配設される一対の電極と、前記ＣＮＴ膜を
保護する保護部とを主に備える。
【００２３】
　前記ＣＮＴ歪みセンサ１３の基板は、柔軟性を有する板状体から構成されている。この
基板のサイズとしては特に限定されず、例えば厚みが１０μｍ以上５ｍｍ以下、幅が１ｍ
ｍ以上５ｃｍ以下、長さが１ｃｍ以上２０ｃｍ以下とすることができる。
【００２４】
　この基板の材質としては、柔軟性を有する限り特に限定されず、例えば合成樹脂、ゴム
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、不織布、変形可能な形状又は材質の金属や金属化合物等を挙げることができる。
【００２５】
　上記合成樹脂としては、例えばフェノール樹脂（ＰＦ）、エポキシ樹脂（ＥＰ）、メラ
ミン樹脂（ＭＦ）、尿素樹脂（ユリア樹脂、ＵＦ）、不飽和ポリエステル樹脂（ＵＰ）、
アルキド樹脂、ポリウレタン（ＰＵＲ）、熱硬化性ポリイミド（ＰＩ）、ポリエチレン（
ＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、中密度ポリエチレン（ＭＤＰＥ）、低密度ポ
リエチレン（ＬＤＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリ塩
化ビニリデン、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリ酢酸ビニル（ＰＶＡｃ）、アクリロニトリル
ブタジエンスチレン樹脂（ＡＢＳ）、アクリロニトリルスチレン樹脂（ＡＳ）、ポリメチ
ルメタアクリル樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリアセタール（ＰＯＭ）、ポ
リカーボネート（ＰＣ）、変性ポリフェニレンエーテル（ｍ－ＰＰＥ）、ポリブチレンテ
レフタレート（ＰＢＴ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、環状ポリオレフィン
（ＣＯＰ）等を挙げることができる。
【００２６】
　上記ゴムとしては、例えば天然ゴム（ＮＲ）、ブチルゴム（ＩＩＲ）、イソプレンゴム
（ＩＲ）、エチレン・プロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、ブタジエンゴム（ＢＲ）、ウレタン
ゴム（Ｕ）、スチレン・ブタジエンゴム（ＳＢＲ）、シリコーンゴム（Ｑ）、クロロプレ
ンゴム（ＣＲ）、クロロスルフォン化ポリエチレンゴム（ＣＳＭ）、アクリロニトリルブ
タジエンゴム（ＮＢＲ）、塩素化ポリエチレン（ＣＭ）、アクリルゴム（ＡＣＭ）、エピ
クロルヒドリンゴム（ＣＯ，ＥＣＯ）、フッ素ゴム（ＦＫＭ）、ＰＤＭＳ等を挙げること
ができる。これらのゴムの中でも強度等の点から天然ゴムが好ましい。
【００２７】
　電極は、特に限定されるものではないが、導電性弾性接着剤の塗工によって形成されて
いる。なお、この電極は銅等の金属等を用いることも可能であり、金属製の電極にあって
は形状がメッシュ状であることが好ましい。
【００２８】
　ＣＮＴ膜は、正面視矩形形状を有している。このＣＮＴ膜の長手方向の両端部分に前記
電極が接続されている。また、カーボンナノチューブ膜は、一方向（一対の電極を結ぶ直
線の方向と異なる方向）に配向する複数のＣＮＴ繊維を有している。このようにＣＮＴ繊
維が配向していることで一対の電極が離れる方向へ歪みが加わった場合（ＣＮＴ膜が伸長
した場合）に、ＣＮＴ繊維同士の接触具合に変化が起こり、歪みセンサ１３として抵抗変
化を得ることができる。なお、より効率良く歪みを検出するには、好ましくはＣＮＴ膜は
一対の電極の配設方向（一対の電極を結ぶ直線の方向）と略垂直方向、好ましくは垂直方
向にＣＮＴ繊維が配向されていると良い。
【００２９】
　各ＣＮＴ繊維は、複数のＣＮＴ単繊維から構成することができる。ここで、ＣＮＴ単繊
維とは、１本の長尺のＣＮＴをいう。また、ＣＮＴ繊維は、ＣＮＴ単繊維の端部同士が連
結する連結部を有する。ＣＮＴ単繊維同士は、これらのＣＮＴ単繊維の長手方向に連結し
ている。このように、ＣＮＴ膜において、ＣＮＴ単繊維同士がその長手方向に連結してな
るＣＮＴ繊維を用いることで、ＣＮＴ繊維の配向方向に幅の広いＣＮＴ膜を形成すること
ができ、その結果、ＣＮＴ膜の抵抗値を下げ、かつ、この抵抗値のバラツキも低減するこ
とができる。
【００３０】
　また、複数のＣＮＴ繊維は、網目構造を形成している。具体的には、複数のＣＮＴ繊維
は連結部等により網目状に連結又は接触している。この際、連結部において、３つ以上の
ＣＮＴ単繊維の端部が結合していてもよいし、連結部のように２つのＣＮＴ単繊維の端部
と他のＣＮＴ単繊維の中間部とが結合していてもよい。複数のＣＮＴ繊維がこのような網
目構造を形成することで、ＣＮＴ繊維同士が密接し、ＣＮＴ膜の抵抗を下げることができ
る。
【００３１】
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　また、この際、上記連結部が主な基点なって近隣のＣＮＴ繊維同士が連結又は接触する
ことによって、ＣＮＴ繊維が両持ち梁構造として機能することができる。ＣＮＴ繊維同士
の連結とは上記連結部等とＣＮＴ繊維が電気的に繋がることであり、ＣＮＴ繊維の連結部
ではない部分同士が電気的に繋がった場合も連結に含まれる。ＣＮＴ繊維同士の接触とは
上記連結部等とＣＮＴ繊維が触れているが電気的に繋がっていないことであり、ＣＮＴ繊
維の連結部ではない部分同士が触れているが電気的に繋がっていない場合も接触に含まれ
る。両持ち梁として機能するＣＮＴ繊維はバネ定数が大きくなる。そのため、ＣＮＴ繊維
は、この配向方向Ｂと垂直方向（ＣＮＴ膜の長手方向）には伸縮しにくい構造となってい
る。従って、ＣＮＴ膜がＣＮＴ繊維の配向方向と垂直方向（ＣＮＴ膜の長手方向）に対し
て剛性が強くなり、そのＣＮＴ歪みセンサによれば、ＣＮＴ膜の長手方向の歪みに対して
、敏感に検知することができ、さらにリニアリティを高めることができる。なお、ＣＮＴ
繊維の連結部が主な基点となって、隣り合うＣＮＴ繊維間に限らず、何本か飛び越えた場
所のＣＮＴ繊維と連結又は接触してもよい。このように、複雑な網目状のＣＮＴ繊維を有
するＣＮＴ膜であれば、より抵抗値が低くなり、ＣＮＴ繊維と垂直な方向に剛性の強い歪
みセンサすることができる。
【００３２】
　なお、ＣＮＴ繊維は、各ＣＮＴ単繊維が実質的にＣＮＴ繊維の長手方向に配向され、撚
糸されていない状態のものである。このようなＣＮＴ繊維を用いることで、ＣＮＴ膜の均
一性を高め、歪みセンサとしてのリニアリティを高めることができる。
【００３３】
　なお、上記連結部において、各ＣＮＴ単繊維同士は分子間力により結合している。この
ため、複数のＣＮＴ繊維が連結部により網目状に連結した場合においても、連結部の存在
による抵抗の上昇が抑えられる。
【００３４】
　ＣＮＴ膜のサイズについては特に限定されるものではないが、例えばＣＮＴ膜の幅（短
手方向の長さ）は、好ましくは１ｍｍ以上１０ｃｍ以下、より好ましくは１ｃｍ以上５ｃ
ｍ以下の範囲内とすることができる。ＣＮＴ膜の幅を比較的大きくすることで、ＣＮＴ膜
の抵抗値を下げ、かつ、この抵抗値のバラツキも低減することができる。
【００３５】
　ＣＮＴ膜の厚みとしては、特に限定されないが、例えば、ＣＮＴ膜の平均厚みの下限と
しては、１μｍが好ましく、１０μｍがさらに好ましい。一方、ＣＮＴ膜の平均厚みの上
限としては、５ｍｍが好ましく、１ｍｍがさらに好ましい。ＣＮＴ膜の平均厚みが上記下
限未満の場合は、このような薄膜の形成が困難になるおそれや、抵抗が上昇しすぎるおそ
れがある。逆に、ＣＮＴ膜の平均厚みが上記上限を超える場合は、伸縮性が低下するおそ
れがあるとともに伸縮に対する感受性が低下するおそれがある。
【００３６】
　なお、ＣＮＴ膜は、ＣＮＴ繊維を平面状に略平行に配置した単層構造からなってもよい
し、多層構造からなってもよい。但し、ある程度の導電性を確保するためには、多層構造
とすることが好ましい。
【００３７】
　ＣＮＴ繊維としては、単層のシングルウォールナノチューブ（ＳＷＮＴ）や、多層のマ
ルチウォールナノチューブ（ＭＷＮＴ）のいずれも用いることができるが、導電性及び熱
容量等の点から、ＭＷＮＴが好ましく、直径１．５ｎｍ以上１００ｎｍ以下のＭＷＮＴが
さらに好ましい。
【００３８】
　上記配線部１２は、布帛本体１１に縫い付けられた導電性を有する糸（糸状体）から構
成され、このように布帛本体１１に縫い付けられることで配線部１２は布帛本体１１に一
体的に設けられる。
【００３９】
　この配線部１２を構成する糸は、導電性を有する導電糸が用いられる。この導電糸とし



(7) JP 6019890 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

ては、鉄等の金属製の導電糸を用いることができ、この金属製の導電糸としてはステンレ
ス糸が好適に用いられる。ステンレス糸によれば、電気抵抗が小さく、また当該被服１を
洗濯した場合にあっても電気抵抗の変化が比較的少ない利点を有する。なお、この配線部
１２を構成する糸としては、絶縁性の糸に導電性材料を塗工した糸や、導電性材料を混紡
して形成した糸を用いることも可能である。
【００４０】
　この配線部１２を構成する糸は、１０ｃｍあたりの電気抵抗が１００Ω未満であること
が好ましく、５０Ω未満であることがさらに好ましい。これにより、配線部１２の電気抵
抗を小さくすることができ、歪みセンサ１３からの検知信号を的確に送信モジュール２０
に伝達することができる。なお、「１０ｃｍあたりの抵抗値」とは、５Ｖの電圧をかけた
ときの糸１０ｃｍ間の抵抗値であり、汎用のテスターを用いて測定することができる。
【００４１】
　配線部１２は、伸縮性を有し、布帛本体１１の伸縮に追従して変形するよう設けられて
いる。具体的には、配線部１２は、導電性を有する糸を伸縮縫いすることによって形成さ
れている。なお、伸縮縫いとは、「ＪＩＳ　Ｂ　９００３」で規定されるように、「伸縮
性のある布地を縫ったとき、布地の伸び縮みによって、縫い目が切れたり、緩んだりしな
いように縫うこと」を意味する。具体的には、本実施形態の配線部１２は、図２に示すよ
うに、カバーステッチ（片面飾り縫い）によって形成されている。
【００４２】
（送信モジュール２０）
　前記送信モジュール２０は、着用者の邪魔にならない箇所に配設され、例えば裾部に配
設されている。なお、その他、ポケットを有する被服１の場合には、このポケットに送信
モジュール２０を配設する等、形成場所は特に限定されない。また、送信モジュール２０
を布帛本体１１に固着することも可能であるが、送信モジュール２０が当該歪みセンサ付
き布帛１０に着脱可能に付設されていることが好ましい。なお、この着脱可能に付設する
手段は特に限定されないが、例えば面ファスナー等を採用可能である。上記のように送信
モジュール２０を布帛本体１１に着脱可能に設けることで、送信モジュール２０を取り外
した状態で当該被服１の布帛本体１１を容易且つ確実に洗濯することが可能となる。
【００４３】
　送信モジュール２０は、配線部１２を介して受け取った検知信号を、外部機器に無線通
信によって送信可能な送信手段を有している。なお、当該被服１にあっては、送信モジュ
ール２０が配線部１２を介して受け取った検知信号を蓄積する記憶手段を有する構成や、
送信モジュール２０が上記検知信号の判別を行う処理手段を有する構成を採用することも
可能である。
【００４４】
＜被服１の製造方法＞
　当該被服１の製造方法は特に限定されるものではないが、以下の方法によって製造する
ことができる。
【００４５】
　つまり、当該被服１の製造方法は、糸を編成して布帛本体１１を形成する工程、この布
帛本体１１を衣服の状態に縫製する工程、この縫製工程後の布帛本体１１に配線部１２を
形成する工程、縫製工程後の布帛本体１１に歪みセンサ１３を付設する工程、及び送信モ
ジュール２０を付設する工程を有する。なお、配線部形成工程と歪みセンサ付設工程との
前後は特に限定されず、配線部１２を先に形成し歪みセンサ１３を後に付設することも、
また歪みセンサ１３を先に付設し配線部１２を後に形成することも、さらには配線部１２
の形成に際して歪みセンサ１３を縫い付けることも適宜設計変更可能な事項である。また
、配線部１２形成工程及び／又は歪みセンサ１３付設工程を行った後に、布帛本体１１を
縫製する縫製工程を行うことも可能である。
【００４６】
＜利点＞
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　上記構成からなる被服１にあっては、着用者の動作によって歪みセンサ１３が伸縮され
ると、歪みセンサ１３が配線部１２を介して検知信号を送信モジュール２０に送信し、こ
の検知信号を受け取った送信モジュール２０は外部機器に検知信号を送信する。このため
、外部機器において、検知信号を判別することによって、着用者の動作を検知することが
できる。
【００４７】
　特に、当該被服１にあっては、配線部１２は伸縮性を有し、布帛本体１１の伸縮に追従
して変形するので、配線部１２が布帛本体１１の伸縮を妨げず、着用者の動作の邪魔にな
りにくい。また、配線部１２が伸縮性を有するので、当該被服１の着脱を困難ならしめる
ことがない。
【００４８】
　さらに、配線部１２は布帛本体１１に一体的に取付けられているので、着用者の動作の
邪魔にならず、また従来の被服１のような配線同士が絡まり合うことがないので、配線部
１２が断線しにくい。
【００４９】
　また、歪みセンサ１３は弾性接着剤によって布帛本体１１に貼着されているので、着用
者の動作によって的確に布帛本体１１が伸縮することができる。
【００５０】
＜その他の実施形態＞
　本実施形態は上記構成からなり、上述の利点を奏するものであったが、本発明は上記実
施形態に限定されるものではなく、本発明の意図する範囲内において適宜設計変更可能で
ある。
【００５１】
　つまり、上記実施形態においては、配線部１２に伸縮性を持たせるために伸縮縫いによ
って配線部１２を形成するものについて説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。例えば、配線部として、布帛本体１１１の編成又は織成に際して導電性を有さない
糸状体とともに導電性を有する糸状体を編成又は織成することで形成された配線部１１２
を採用可能である。具体的には、図３に示すように、布帛本体１１１をニット編みによっ
て編成し、このニット編みの一つ又は複数のコースを導電性を有する糸で編成することで
、この導電性を有する糸で編成されたコースの部分によって配線部１１２を形成すること
も可能である。
【００５２】
　また、配線部として、布帛本体の一方の面に付設された導電性を有する帯状部材から構
成することも可能である。具体的には、例えば導電性を有する糸を編成して伸縮性及び導
電性を有する紐（帯状部材）を形成し、この帯状部材を布帛本体に付設することも可能で
ある。なお、この付設方法としては、弾性接着剤による貼着や、伸縮性を損なわないよう
に縫い付ける等の方法を採用することができる。また、この帯状部材は、布帛本体の外面
側に配設することも、内面側に配設することも適宜設計変更可能である。
【００５３】
　また、当該歪みセンサ付き布帛において、配線部１２を上記実施形態のように導電性を
有する糸を縫い付けて形成する場合にあっても、上記のような伸縮編みによって形成する
ものに限定されるものではない。具体的には、例えば図４に示すように布帛本体２１１に
導電性及び伸縮性を有する糸をロックステッチによって縫いつけて、この糸によって伸縮
性を有する配線部２１２を形成することも可能である。
【００５４】
　さらに、当該歪みセンサ付き布帛において、上記実施形態のように伸縮編みによって配
線部１２を形成する場合にあっても、カバーステッチによって形成するものに限定される
ものではなく、その他の縫い方によって配線部を形成することも可能である。具体的には
、図５に示すようなチェーンステッチによって布帛本体３１１に糸を縫い付けることで配
線部３１２を形成することも可能である。



(9) JP 6019890 B2 2016.11.2

10

20

30

40

【００５５】
　なお、当該歪みセンサ付き布帛にあっては、上記配線部は、一つの種類のみを採用する
ものに限られず、上述において説明した複数種類の配線部を組み合わせて用いることも適
宜設計変更可能な事項である。
【００５６】
　また、上記実施形態においては、被服１として、下半身に着用されるコンプレッション
ウェアを例にとり説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばその他の
スポーツウェアを採用することも可能である。また、着用される部位も、下半身に限定さ
れるものでなく、上半身であっても良く、また手に着用される手袋、関節部位に着用され
る関節サポータを採用することも可能である。
【００５７】
　さらに、上記実施形態において、例えばスポーツウェア等の衣類の裾部に、図６のよう
に導電体からなる端子２１を配設したものも採用可能である。この図６の被服１にあって
は、送信モジュール（図示省略）の端子と上記端子２１を接触させ、送信モジュールを着
脱可能に布帛本体１０に取付けることができる。上記端子２１と送信モジュールの端子と
の固定方法は、磁力を用いてもよいし、粘着剤を用いてもよい。また、送信モジュールを
当該衣服１の裾部と一緒にバンド等の巻回部材で巻回することで送信モジュールを固定し
てもよい。この場合、着用者の足首付近がバンド固定されることになり、着用者の邪魔に
ならず、送信モジュールの着脱も可能となる。
【００５８】
　本実施形態においては、歪みセンサ付き布帛１０として編物を例にとり説明したが、本
発明はこれに限定されるものではなく、経糸と緯糸とが織成されて構成する織物を採用す
ることも可能であり、さらには不織布を採用することも可能である。
【００５９】
　さらに、上記実施形態では、歪みセンサとしてＣＮＴ歪みセンサを用いたものについて
説明したが、本発明は必ずしもこれに限定されるものではなく、例えば静電容量型の歪み
センサを用いることも可能である。
【００６０】
　また、上記実施形態は、歪みセンサの付設方法として弾性接着剤を用いたものについて
説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、その他の付設方法も適宜採用可能
である。例えば歪みセンサをその伸縮性を損なわないように縫い付けることで布帛本体に
付設することも可能である。また、歪みセンサと布帛本体とを面ファスナー等によって貼
着することで、布帛本体に着脱可能に歪みセンサを付設することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　以上説明したように、本発明の歪みセンサ付き布帛は、布帛本体を伸縮させる動作に対
して配線が邪魔となりにくく、配線が断線しにくいので、例えばコンプレッションウェア
等のスポーツウェアに好適に用いることができる。
【符号の説明】
【００６２】
１　被服
１０　歪みセンサ付き布帛
１１　布帛本体
１２　配線部
１３　歪みセンサ
２０　送信モジュール
２１　端子
１１１、２１１、３１１　布帛本体
１１２、２１２、３１２　配線部
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